
秋田県森林整備関係業務入札参加資格者審査申請規程 新旧対照表 

改正後 現行 

令和５・６年度秋田県森林整備関係業務入札参加資格者審査申請規程 

   

令和５年度及び６年度において、秋田県が行う森林整備関係業務の競争入札に

参加しようとする者は、この規程に基づき必要な資格審査の申請をしてくださ

い。 

 

第１条 ～ 第７条まで 略 

第８条 申請事項の変更 

 １ 略 

 ２ 略 

３ 新たな業務区分の参加資格の取得を伴う変更 

   参加資格者は、新たな業務区分の参加資格の取得を伴う変更のときは、変

更審査申請書（様式２－１号）を速やかに提出してください。 

    (１)受付期間等 

        ・変更申請書の提出は随時受け付けます。 

    ・審査基準日は変更審査申請書提出日とします。 

    ・適用日は、変更審査申請書提出日の２週間後とします。 

  (２)結果通知 

      第６条を準用します。 

  (３)有効期間 

    第７条を準用します。 

第９条 ～ 第 11条まで略 

別表１ 略 

別表２ 略  

令和５・６年度秋田県森林整備関係業務入札参加資格者審査申請規程 

   

 令和５年度及び６年度において、秋田県が行う森林整備関係業務の競争入札に

参加しようとする者は、この規程に基づき必要な資格審査の申請をしてくださ

い。 

 

第１条 ～ 第７条まで 略 

第８条 申請事項の変更 

 １ 略 

 ２ 略 

３ 新たな業務区分の参加資格の取得を伴う変更 

   参加資格者は、新たな業務区分の参加資格の取得を伴う変更のときは、変

更審査申請書（様式２－１号）を提出してください。 

    (１)受付期間等 

        第５条を準用します。 

 

 

  (２)結果通知 

      第６条を準用します。 

  (３)有効期間 

    第７条を準用します。 

第９条 ～ 第 11条まで略 

別表１ 略 

別表２ 略  

 


